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【予算関係】

＜高等教育支援室＞

国際教養大学施設設備等整備事業について ・・・ ３

＜移住・定住促進課＞

多様な人材の移住受入体制構築事業について ・・・ ６

【議案関係】

＜次世代・女性活躍支援課＞

秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例の一部を改正する

条例案の概要について ・・・ ８
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国際教養大学施設設備等整備事業について 

 

高等教育支援室   

 

１ 目的 

  大学の管理棟は建設から約５０年が経過し、老朽化が著しいことから、敷地内に新管理棟を整備し、研究室の集約 

化を図ることなどにより、教育研究環境の充実を図る。 

  

２ 内容 

（１）全体事業費 約４０億円 

   事前調査・基本設計等、実施設計、新管理棟建築工事、解体工事 

（２）令和６年度事業 

   大学が行う新管理棟の建築及び現管理棟等解体のための事前調査・基本設計等委託経費に対する助成 

 

３ 予算額 

（１）補助額 ７８，１９９千円［負担金補助及び交付金 ７８，１９９千円］ 

    令和６年度 ２３，４６０千円 

  令和７年度 ５４，７３９千円（債務負担行為 設定期間：令和７年度） 

（２）補助率 １０／１０以内 

（３）補助内訳 

    事前調査・基本計画       ２６，７３０千円 

    基本設計            ４０，４６９千円 

    ＺＥＢ（※）化コンサルティング １１，０００千円 

※ＺＥＢとは、ネット・ゼロ・エネルギー・ビルの略称。エネルギーに関する評価指標の値により４段階の認証ランクがある。 
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○施設整備の概要 （別紙１） 

感染症対策隔離施設 

ファカルティ棟（Ｅ棟） 

新管理棟 

講義棟（Ｂ棟） 

 

 
講義棟（Ｃ棟） 

 

 
学生会館（Ｆ棟） 

集約化及び解体 

一部機能移転 

 
管理棟 

新管理棟整備による効果 

学生サービスの向上 

管理棟と学生会館に分散してい

る事務局機能を新管理棟へ集約

し、学生の利便性向上を図る 

研究力の強化 

管理棟と講義棟（Ｂ・Ｃ棟）に

分散している研究室を新管理棟

へ集約し、教育研究環境の充実

を図る 

施設名 主用途 構造 階数 延床面積(㎡) 建設年度 経過年数 法定耐用年数 備考

管理棟 事務局、研究室 RC造 4 3,885 S52.6 47 47 新管理棟建築後、解体撤去

ファカルティ棟(E棟) 保健室、非常勤講師研究室 RC造 1 672 S55.3 44 47 管理棟に集約、解体撤去

感染症対策隔離施設 感染症等罹患者隔離施設 Ｓ造 2 2,144 H3.3 33 19 解体撤去

施設名 主用途 構造 階数 延床面積(㎡) 建設年度 経過年数 法定耐用年数 備考

講義棟(B棟) 教室、研究室 RC造 3 1,952 H2.5 34 47 新管理棟へ研究室を集約

講義棟(C棟) 教室、研究室 RC造 3 1,708 H2.5 34 47 新管理棟へ研究室を集約

学生会館(F棟)
キャリア開発センター、国際セ

ンター、学生会議室、カフェ
RC造 2 1,973 H4.3 32 47

新管理棟へキャリア開発センター等の事務

局機能を集約

整

備

対

象
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○施設整備費及びスケジュール

施設整備費

スケジュール

［税込］

※金額は、今後の基本・実施設計の結果や物価上昇等の外部的要因などにより大きく変動する場合がある。

項 目 金 額 県実質負担額 備 考

事前調査・基本設計等 ０.８億円 ０.８億円
事前調査・基本計画・基本設計・
ＺＥＢ化コンサルティング

実施設計 ０.５億円 ０.３億円 脱炭素化推進事業債充当予定

新管理棟建築工事 ３４.８億円 ２７.２億円
現管理棟北側隣接駐車場へ建築
脱炭素化推進事業債充当予定

解体工事 ４.２億円 ４.２億円
管理棟・ファカルティ棟・
感染症対策隔離施設

合 計 ４０.３億円 ３２.５億円

（別紙２）

事前調査・基本計画

基本設計

ＺＥＢ化コンサルティング

実施設計

感染症対策隔離施設解体工事

新管理棟建築工事

現管理棟・ファカルティ棟解体工事

項　　目 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

－ 5 －



多様な人材の移住受入体制構築事業について（新規）

移住・定住促進課

１ 目的

本県へのリモートワーク移住者の着実な増加を踏まえ、首都圏における集中的なプロモーションを展開する

とともに、県内における受入体制を構築し、多様な人材の更なる移住を促進する。

２ 内容

（１）首都圏集中プロモーションの実施

①リモートワーク移住に関心を持つ個人に向けたＰＲ

・先輩移住者インタビュー記事・動画の制作及びＷＥＢ等での発信

・ターゲットを明確にした集中的なＷＥＢ・ＳＮＳ広告による県の支援制度等のＰＲ

②首都圏のフルリモート型企業に向けたＰＲ

・従業員のリモートワーク移住に関心を持つ企業が参加するマッチングイベントへの出展

・市町村による企業向け移住体験プログラムや県の支援制度等のＰＲ

（２）民間事業者を主体とする受入体制の構築

・市町村等と連携した企業向け移住体験プログラムの企画・実施（県内２市町村でモデル的に実施）

・受入市町村等と連携したプログラム参加者の移住実現に向けたコーディネートの実施

・リモートワーク移住者同士の県内ネットワークの構築 など
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３ 予算額

７，４７８千円（ ４，９８５千円 ㊀２，４９３千円）
：デジタル田園都市国家構想交付金
委託料 ７，４７８千円

（委託料の内訳）

（１）首都圏集中プロモーションの実施 ４，３６８千円

・先輩移住者インタビュー等の動画編集 １８１千円

・ＳＮＳ・ＷＥＢ広告の実施等 ２，３７２千円

・マッチングイベントへの出展 １，８１５千円

（２）民間事業者を主体とする受入体制の構築 ３，１１０千円

・移住体験プログラムの企画・コーディネート人材の配置 ２，９７７千円

・リモートワーク移住者同士の県内ネットワークの構築 １３３千円
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秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例の一部を改正する条例案の概要について

次世代・女性活躍支援課

１ 改正理由

大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律（令和５年法律第８４号）による麻薬及び向

精神薬取締法（昭和２８年法律第１４号）の一部改正に伴い、所要の規定の整理を行う必要がある。

２ 改正内容（第１５条関係）

（１）大麻が麻薬の一つとして位置付けられたことに伴い、規定中の「麻薬、大麻」を「麻薬」に改めることと

する。

（２）その他所要の規定の整理を行うこととする。

３ 施行期日

この条例は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律（令和５年法律第８４号）の施

行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行することとする。
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